
���������

�


����������

2018.09.16 3F5450 �	�

"�

1. ������!�
2. ����
�&�
3. ���)�*���������
4. ���100�*%��	'�+
5. $(���

6. �'����*
7. �#� 

2

1.��������

�実質賃金は上昇しているものの残業代は減少しているため生産性の向上
にはつながっていない。［1］

�非正規労働者の占める割合は全体の４割。女性だけで見ると６割にのぼ
る。

�また、昭和22年(1947)に制定された労基法は現代には適応できていない
面も多い
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�使用者は労働者に休憩時間を除き、１週間について
４０時間を超えて、また１日について８時間を超えて労働させてはならない
(労基法32条)。［2］

�労基法が規制の対象としている時間は実際に労働させる時間(実労働時間)
である。実労働時間と休憩時間を合わせた『拘束時間』は労基法の規制
対象ではない。
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� 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働時間の超過) ［2］
� 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金(強制労働)
⇨労働基準監督官は労働者から違反申告を受ければ、使用者(会社)に対して
来所依頼通知を出して事情を聴取し、違反の事実が判明すれば行政指導、是
正勧告を行う。しかし、事情聴取及びその他の証拠から違反の事実がはっき
りと認定できない場合には、そのまま終了
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�ドイツ 労働時間法…1日８時間まで(€15,000以下の罰金か６ヶ月の自由
刑) ［3］

�フランス 労働法典…1日の勤務時間は10時間まで(労働者一人に対して
€750以下の罰金)

�イギリス 労働時間規制…時間外労働を含めて1週間に48時間まで(補償裁
定を求めて雇用審判所に救済を申し立てることが可能)
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�月45時間を超える残業時間の特例は年6ヶ月までとし、年720時間の枠内
で「1ヶ月100時間」「2～6カ月平均80時間」の上限を設けた。［4］

�『100時間まで働かせていい』ということではないことを強調。
しかし実際は100時間を超える残業時間を押し付ける使用者も変わらずおり、
正規労働時間と残業時間を合わせると大変なことに…
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�労働者が雇用者と結ぶ労働形態のひとつであり、労働時間と成果・業績
が必ずしも連動しない職種において適用される。 例)研究職、開発業務、
会計士、弁護士…etc ［5］

�勤務時間帯は固定されず出勤・退勤の時間は自由に決められ、実働時間
の管理もされない。しかしそれを利用した残業代の未払い問題などが発
生している。
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�創造性を発揮して今までにない成果を出し、子育てや介護と両立するに
は、時間の使い方を個人の裁量に委ねる必要がある。上限規制だけでは
生産性向上になりにくい。

→働き方の多様化を認める制度や現代の状況に合わせた法整備が必要である
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